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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第67期第３四半期連結累計期間及び第68期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失が計上されているため、記載しており

ません。 

  

２ 【事業の内容】 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

回次 
第67期 

第３四半期 
連結累計期間 

第68期 
第３四半期 
連結累計期間 

第67期 

会計期間 
自  平成27年４月１日
至  平成27年12月31日

自  平成28年４月１日 
至  平成28年12月31日 

自  平成27年４月１日
至  平成28年３月31日

売上高 (百万円) 159,278 170,374 238,601 

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △2,098 △1,250 1,138 

親会社株主に帰属する四半期 
純損失(△)又は親会社株主に 
帰属する当期純利益 

(百万円) △2,724 △1,834 557 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △2,329 △271 △1,384 

純資産額 (百万円) 43,110 43,808 44,625 

総資産額 (百万円) 189,337 198,423 175,688 

１株当たり四半期純損失(△) 
又は１株当たり当期純利益 

    (円) △29.05 △19.55 5.95 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期（当期）純利益 

    (円) ― ― 5.95 

自己資本比率     (％) 21.7 21.0 24.2 
 

回次 
第67期 

第３四半期 
連結会計期間 

第68期 
第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自  平成27年10月１日
至  平成27年12月31日

自  平成28年10月１日 
至  平成28年12月31日 

１株当たり四半期純損失(△)     (円) △10.50 △1.18 
 

― 1 ―



第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は前事

業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。  

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。 

  

(1) 業績の状況 

当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、建築資材事業が堅調に推移したことに加え、住宅事業に

おいては一戸建住宅およびマンションの引渡し戸数が前年同期より大幅に増加したことなどから、1,703億74百万

円（前年同期比7.0%増加）となりました。また営業損失は8億96百万円（前年同期比8億24百万円改善）、経常損失

は12億50百万円（前年同期比8億48百万円改善）、親会社株主に帰属する四半期純損失は18億34百万円（前年同期

比8億90百万円改善）となりました。 

  
セグメントの業績は次のとおりであります。  

①  建築資材事業 

建築資材事業では、地震に強い家づくり、木のある暮らし、環境と健康や高齢者に配慮した住宅およびリフォ

ームなど幅広い情報を発信する住宅総合展示会「住まいの耐震博覧会」を名古屋、仙台、京都、福岡で開催し、

一般ユーザーからプロユーザーまで8万2千名を超える方々にご来場いただきました。また、「住まいの耐震博覧

会」内に設けていた木材ブースを「木と住まいの大博覧会」として発展・独立させ、林野庁や（公社）国土緑化

推進機構などの後援のもと、木造住宅、木を用いたインテリアと家具、中大規模木造建造物や「木育」などにつ

いて、楽しみながら学び親しめる木材総合展示会を開催しました。 

 「公共建築物等木材利用促進法」の施行以降、公共・民間の建築物の木造化や木質化の促進が図られるなか、

木造建築事業への積極的な展開をしております。東日本大震災で被災した宮城県南三陸町の「さんさん商店街」

や「伊里前福幸商店街」の移転新築工事、学校法人栄光学園（神奈川県鎌倉市）の70周年事業校舎建設工事（設

計：㈱日本設計、施工：大成建設㈱）における木構造部分に係る調達、加工および施工、サービス付高齢者住宅

「パナソニックエイジフリーハウス横浜十日市場町」の部材供給とテクノストラクチャー工法による施工などを

受注し、着工しました。 

 これらの結果、本事業の売上高は1,286億16百万円（前年同期比1.2%増加）となり、営業利益は23億19百万円

（前年同期比28.8%増加）となりました。  

  
②  住宅事業 

一戸建住宅部門では、国が定める長期優良住宅の耐震、省エネ、維持管理や耐久性のいずれにおいても 高等

級以上の高性能・高品質を実現した木造の企画型注文住宅「パワーホーム ～Super High Quality & Good Price 

～」、パワーホームのノウハウを生かして東北復興応援型住宅として開発した「フェニーチェホーム」を供給し

ています。また、沖縄県においてはパワーホームのノウハウを生かしながら地域特性に合った「プレステージホ

ーム」を開発、供給し始めました。なお、昨年４月に発足した建築物省エネルギー性能表示制度「ＢＥＬＳ」に

おける 高ランク取得件数は100件超となりました。当第３四半期連結累計期間における一戸建住宅の売上計上

戸数は364戸(前年同期比27.7%増加)となり、売上高は142億30百万円（前年同期比40.6%増加）となりました。ま

た、契約済未計上戸数は347戸（前年同期比28.0%増加）となりました。 

  マンション部門では、供給する分譲マンションは全て免震構造を採用する方針とし、「Noblesse（ノブレ

ス）」ブランドとして安全・安心で快適な暮らしと地域の発展に努めています。当第３四半期連結累計期間にお

けるマンションの売上計上戸数は266戸(前年同期比144.0%増加)となり、売上高は117億58百万円（前年同期比

139.6%増加）となりました。 

  管理その他部門の売上高は108億80百万円（前年同期比2.7%減少）となりました。 

  これらの結果、本事業の売上高は368億69百万円（前年同期比40.7%増加）となりました。なお、営業損失は14

億69百万円（前年同期比8億28百万円改善）となりました。 

  

③  その他の事業 

その他の事業の売上高は48億89百万円（前年同期比17.4%減少）となりましたが、営業利益は24百万円（前年

同期比147.6%増加）となりました。 
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(2) 財政状態の分析 

総資産は、前連結会計年度末に比べ227億34百万円増加し、1,984億23百万円となりました。受取手形及び売掛

金、販売用不動産が増加したことなどによるものです。 

  負債は、前連結会計年度末に比べ235億52百万円増加し、1,546億14百万円となりました。支払手形及び買掛金は

減少しましたが、借入金が増加したことなどによるものです。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べ8億17百万円減少し、438億8百万円となりました。 株高・円安にともなうそ

の他有価証券評価差額金および為替換算調整勘定の増加、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上や配当金の支

払いなどによる利益剰余金の減少などによるものです。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

Ⅰ  当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、平成20年５月15日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号本文に規定されるもの）（以下「基本方針」といいま

す。）を、以下のとおり定めております。 

当社はその株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否

かの判断は、 終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は、大量取得行

為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありま

せん。 

しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値ひいては株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③

対象会社の取締役会や株主の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替

案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損

するものも少なくありません。 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を毀損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

として適当ではないと考えます。したがって、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段

を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

Ⅱ 具体的な取組み 

   (A)当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みについて 

当社は、さらなる企業価値の向上のため、以下の諸施策を推進してまいります。 

当社は前述のような企業価値の源泉を踏まえて、平成29年３月期に向けて、当社グループにおける既存のコア

事業である建築資材事業と住宅事業について、住宅の耐震化をはじめ、断熱やリフォーム、エネルギー関連事業

等、成長可能分野を取り込み、より強固な事業体制の確立を図るグループ中期経営計画を策定し、さらなる企業

価値の向上を図り、建築資材事業と住宅事業のシナジーによって当社グループが独自に開発した企画型注文住宅

「パワーホーム～Super High Quality&Good Price～」の供給拡大を図り、住宅メーカーとしての機能を本格的

に推進します。また、目標達成のための主要課題として、(a)地震に強い住まいづくりの推進、(b)建築資材事業

の重点戦略、(c)住宅事業の重点戦略、(d)住宅メーカー事業の確立と販売強化及び(e)海外事業の推進に努めて

まいります。 

また、当社は、持株会社体制としており、これにより、グループ経営と事業・業務の執行機能を分け、効率的

かつ適法なマネジメントの仕組みの構築に努めている他、監査役５名のうち３名は独立性の高い社外監査役とし

監査機能の強化を図っております。更に、取締役の任期を１年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的

な経営体制を確立するとともに社外取締役を２名選任するなど、コーポレートガバナンス体制の強化・充実に取

組んでおります。また、コンプライアンスについては、当社グループ共通の「ナイスグループ行動基準」を制定

し、遵守の徹底を行っております。 

     (B)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

   の取組み       

当社は、平成26年５月９日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策を、第65回
定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として更新することを決議し（以下、更新後の対応策を「本プラ
ン」といいます。）、同定時株主総会において本プランを更新することの承認を得ております。 
本プランは、当社株式に対する大量取得行為等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案

し、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保
し、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするものであり、また、基本方針に沿って、当社の企業価
値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としています。 
本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付、又は

(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所
有割合の合計が20％以上となる公開買付け（以下、併せて「買付等」といいます。）を対象とします。 
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当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等を行う買付者等には、当社取締役会が別途認めた場
合を除き、買付等の実行に先立ち、買付等の内容の検討に必要な情報及び本プランに定める手続を遵守する旨の
誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、買付者等から提出された情報や当社取締役会からの意見
や根拠資料、当該買付等に対する代替案（もしあれば）が、当社経営陣から独立した者から構成される独立委員
会に提供されます。独立委員会は、原則として 長60日間の検討期間を設定し、その間、買付等の内容の検討、
当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主に対する当社取締役会の代替案の提示等を行い
ます。独立委員会は、必要があれば、外部専門家等の助言を独自に得ることができます。当社は、買付者等が現
れた事実、買付者等から情報が提供された事実、独立委員会による検討が開始した事実等について、株主に対す
る情報開示を行います。 
独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、又は当該買付等の内容の検討、買

付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害を
もたらすおそれのある買付等であるなど、本プランに定める新株予約権の無償割当ての要件のいずれかに該当す
ると判断し、かつ、以下に記載する内容の新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合
には、独立委員会規則に従い、当社取締役会に対して、かかる新株予約権の無償割当てを実施することを勧告し
ます。また、独立委員会は、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断する場合でも、新株予
約権の無償割当ての実施について株主総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、当社取締役会に、
株主総会の招集、新株予約権無償割当ての実施に関する議案の付議を勧告するものとします。当社は、独立委員
会が勧告等を行った場合、当該勧告等につき情報開示を行います。 
この新株予約権は、１円（又は当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限として当社取締役会が新株予約権

無償割当ての決議において定める金額）を払い込むことにより、原則として当社株式１株を取得することができ
るものですが、買付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されています。また、当社が買付者
等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当社がか
かる条項に基づく取得をする場合、新株予約権１個と引換えに、原則として当社株式１株が交付されます。当社
取締役会は、独立委員会の上記勧告を 大限尊重して新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施の決議、又は
株主総会の招集を行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他
当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。新株予約権の行使又は当社による取得に伴
って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は、 大
２分の１まで希釈化される可能性があります。 
本プランの有効期間は、平成29年３月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。但

し、当該有効期間の満了前であっても、(i)当社の株主総会において本プランに係る新株予約権の無償割当てに
関する事項の決定についての取締役会への委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、(ii)当社取締役会に
より本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。 
本プランの有効期間中であっても、新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主及び投資家の皆様

に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権の無償割当てが実施さ
れた場合、株主の皆様が、新株予約権行使の手続を行わないと、その保有する当社株式全体の価値が希釈化され
る場合があります（但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、保有する当社株式全体
の価値の経済的な希釈化は生じません。）。 

Ⅲ 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 
 前記Ⅱ(A)に記載した様々な施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるため

の具体的方策であり、当社の基本方針に沿うものです。 
前記Ⅱ(B)に記載した本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか

否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を
確保し、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株
主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主総会において
本プランに係る委任決議がなされることにより更新されたものであること、その内容として合理的かつ詳細な客
観的要件が設定されていること、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会が設置されており、本新株
予約権の無償割当ての実施等に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会
は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、有効期間が３年と定められた上、株
主総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されて
おり、高度の合理性を有し、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的
とするものではありません。 

  
(4) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
  

(5) 従業員数 

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。 
  

(6) 仕入及び販売実績 

当第３四半期連結累計期間において、仕入実績及び販売実績の著しい増減はありません。 
  

(7) 主要な設備 

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び前連結会計年度末における計画の著しい変更

はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 290,696,000 

計 290,696,000 
 

種類 
第３四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成28年12月31日) 

提出日現在発行数(株) 
(平成29年２月14日) 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名 
内容 

普通株式 96,561,195 96,561,195 
東京証券取引所 
市場第一部 

単元株式数 
1,000株 

計 96,561,195 96,561,195 ― ― 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成28年10月１日～ 
平成28年12月31日 

― 96,561 ― 22,069 ― 10,596 
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(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  

  

(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(平成28年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

① 【発行済株式】 

(注) １．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が２千株（議決権２個）含

まれております。 

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が55株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

  

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 

  

 

      平成28年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式  

 2,754,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

93,349,000 
 93,349 ― 

単元未満株式 
普通株式 

 458,195 
― ― 

発行済株式総数 96,561,195 ― ― 

総株主の議決権 ―  93,349 ― 
 

    平成28年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
すてきナイスグループ㈱ 

神奈川県横浜市鶴見区 
鶴見中央四丁目33番１号 

2,754,000 ― 2,754,000 2.85 

計 ― 2,754,000 ― 2,754,000 2.85 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。  

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、監査法人原会計事務所による四半期レビューを受けております。  
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１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 19,903 19,499 

    受取手形及び売掛金 32,674 ※3  34,908 

    商品 9,621 8,550 

    販売用不動産 38,968 54,466 

    未成工事支出金 539 1,712 

    その他 7,350 8,868 

    貸倒引当金 △66 △46 

    流動資産合計 108,992 127,959 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 10,702 10,674 

      土地 31,345 31,973 

      その他（純額） 3,635 3,990 

      有形固定資産合計 45,683 46,637 

    無形固定資産 517 454 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 13,237 16,116 

      その他 7,390 7,397 

      貸倒引当金 △132 △142 

      投資その他の資産合計 20,495 23,371 

    固定資産合計 66,696 70,463 

  資産合計 175,688 198,423 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 39,652 ※3  37,766 

    短期借入金 33,864 49,254 

    1年内償還予定の社債 840 840 

    未払法人税等 1,100 235 

    引当金 1,282 563 

    その他 7,019 9,521 

    流動負債合計 83,758 98,181 

  固定負債     

    社債 4,480 3,060 

    長期借入金 29,720 39,334 

    退職給付に係る負債 1,008 1,115 

    資産除去債務 77 78 

    その他 12,017 12,845 

    固定負債合計 47,303 56,433 

  負債合計 131,062 154,614 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 22,069 22,069 

    資本剰余金 15,650 15,650 

    利益剰余金 3,714 1,414 

    自己株式 △673 △674 

    株主資本合計 40,761 38,460 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,579 2,886 

    繰延ヘッジ損益 △37 50 

    土地再評価差額金 166 166 

    為替換算調整勘定 △493 △381 

    退職給付に係る調整累計額 583 493 

    その他の包括利益累計額合計 1,798 3,216 

  新株予約権 1 1 

  非支配株主持分 2,064 2,129 

  純資産合計 44,625 43,808 

負債純資産合計 175,688 198,423 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 159,278 170,374 

売上原価 139,248 148,492 

売上総利益 20,029 21,881 

販売費及び一般管理費 21,751 22,778 

営業損失（△） △1,721 △896 

営業外収益     

  受取利息 14 23 

  受取配当金 199 238 

  その他 296 296 

  営業外収益合計 511 557 

営業外費用     

  支払利息 832 834 

  その他 55 76 

  営業外費用合計 888 911 

経常損失（△） △2,098 △1,250 

特別利益     

  投資有価証券売却益 17 - 

  特別利益合計 17 - 

特別損失     

  固定資産除却損 27 13 

  その他 - 60 

  特別損失合計 27 74 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,108 △1,324 

法人税、住民税及び事業税 465 361 

法人税等調整額 46 10 

法人税等合計 512 372 

四半期純損失（△） △2,621 △1,697 

非支配株主に帰属する四半期純利益 103 136 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △2,724 △1,834 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純損失（△） △2,621 △1,697 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 475 1,315 

  繰延ヘッジ損益 18 87 

  為替換算調整勘定 7 112 

  退職給付に係る調整額 △210 △90 

  その他の包括利益合計 291 1,425 

四半期包括利益 △2,329 △271 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 △2,431 △416 

  非支配株主に係る四半期包括利益 102 144 
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【注記事項】 

(継続企業の前提に関する事項) 

   該当事項はありません。 

  

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) 

 第１四半期連結会計期間より、ナイスビジネスサポート㈱及びパワーホーム香川㈱を重要性が増したことにより

連結の範囲に含めております。  

  
  
(会計方針の変更等) 

     (平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

    法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報

  告第32号 平成28年6月17日)を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

  及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

   なお、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であ

  ります。 

  
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

    （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

     「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四 

    半期連結会計期間から適用しております。 

  

(四半期連結貸借対照表関係) 

  １ 保証債務 

  

２ 当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。当第

３四半期連結会計期間末における貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 

  

※３  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理 

当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休業日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。 

      当第３四半期連結会計期間末日満期手形は次のとおりであります。 

  
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

顧客住宅ローンに関する抵当権設
定登記完了等までの間の金融機関
借入債務に対する連帯保証債務 

      7,232百万円         415百万円 

 

  
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

貸出コミットメントの総額         10,000百万円        10,000百万円 

借入実行残高          ―百万円         5,000百万円 

差引額         10,000百万円       5,000百万円 
 

  
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

受取手形           ―百万円          1,088百万円 

支払手形           ―百万円         2,885百万円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。 

  

(株主資本等関係) 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年12月31日) 

配当金支払額 

  

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日) 

配当金支払額 

  

  

  

 

  
前第３四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年12月31日) 

減価償却費      1,337百万円      1,298百万円 
 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成27年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 375 4 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金 
 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成28年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 375 4 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事事業、ソフトウェア開

発・販売事業、ホームセンター事業及び一般放送事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  

 

        (単位：百万円) 

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 

建築資材 住宅 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 127,144 26,212 153,357 5,920 159,278 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

4,055 177 4,233 613 4,846 

計 131,200 26,390 157,590 6,533 164,124 

セグメント利益又は損失(△) 1,800 △2,297 △497 10 △487 
 

  (単位：百万円) 

利益 金額 

報告セグメント計 △497 

「その他」の区分の利益 10 

セグメント間取引消去 86 

全社費用(注) △1,321 

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △1,721 
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事事業、ソフトウェア開

発・販売事業、ホームセンター事業及び一般放送事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。  

  

 

        (単位：百万円) 

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 

建築資材 住宅 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 128,616 36,869 165,485 4,889 170,374 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

4,011 284 4,296 2,859 7,155 

計 132,627 37,153 169,781 7,748 177,530 

セグメント利益又は損失(△) 2,319 △1,469 849 24 874 
 

  (単位：百万円) 

利益 金額 

報告セグメント計 849 

「その他」の区分の利益 24 

セグメント間取引消去 110 

全社費用(注) △1,882 

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △896 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失が

計上されているため、記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

 該当事項はありません。 

  

２ 【その他】 

該当事項はありません。 

  

 

項目 
前第３四半期連結累計期間
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年12月31日) 

１株当たり四半期純損失 29円05銭  19円55銭 

  (算定上の基礎)     

  親会社株主に帰属する四半期純損失    (百万円) 2,724 1,834 

  普通株主に帰属しない金額            (百万円) ― ― 

  普通株式に係る親会社株主に帰属する 
  四半期純損失                        (百万円) 

2,724 1,834 

  普通株式の期中平均株式数              (千株) 93,812 93,808 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 

―――― ―――― 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書  
  

平成29年２月10日

すてきナイスグループ株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているすてきナイスグ

ループ株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10

月１日から平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注

記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、すてきナイスグループ株式会社及び連結子会社の平成28年12月31

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

監査法人 原会計事務所 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士    島    崎    義    司    印 
 

代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士    六 本 木    浩   嗣    印 
 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
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